
厚生労働省・都道府県労働局 ・ハローワーク 

（別添） 

 ハローワーク インターネット サービスを使えば、今までハローワークの窓口で、手書きしていた求
人申込書を会社のパソコンで入力（仮登録）することができます。 

以下のすべてに該当する事業所が対象です。 

  ① 事業所情報が登録済みであること 

  ② 事業所地図が登録済みであること 
  ③ ハローワークに来所して求人を申し込んだことがあること 
  ④ ハローワークから指導を受けたことがないこと 
  （求人の申込内容に法令違反があった、求人条件を適切に明示しなかった、など）  

事業所の所在地を管轄するハローワークで、利用を希望する旨をお申し出ください。 
ハローワーク インターネット サービスで仮登録する際に必要な「ユーザーＩＤ、 
パスワード」をお知らせします。 
 

 ハローワーク インターネット サービス  https://www.hellowork.go.jp/index2.html 

求人の申込みをお考えの事業主の方へ 

 ハローワークで、手書きしていた求人申込書が 

  会社のパソコンで入力できます！ 

 利用できる事業所 

○仕事の都合に合わせて、時間のあるときに入力できます。 
○時間をかけて入力できるので、会社の特徴、理念、社風などの魅力をしっかりアピール 
   できます。 
○ハローワークに事前に情報が届くので、職員との対面でのやりとりもスムーズ。 

 メリット 

 利用するには 

 仮登録の手順 

  ① ハローワーク インターネット サービスの「事業主の方」ページから、 
  ユーザーＩＤ、パスワードを入力してログインします。 
  ② ログイン後の画面で「求人情報仮登録」をクリックします。 
  ③ 画面の案内に従い、求人情報を入力して仮登録します。 
  ④ 仮登録の申込日から7日以内（申込日を含む）に、ユーザーID・パスワードを発行した 
  ハローワーク※に出向いて申込手続を行ってください。 
  （その際に、仮登録完了画面に表示される「仮登録番号」の提示が必要です） 

 ※ ユーザーID、パスワードを発行したハローワーク以外では申込みができませんので、 

  ご注意ください。 
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